
 

５月分                             №２ 

件 名  自動車税のキャッシュレス納付について 

受付日 令和 2 年５月１８日 

ご意見・ご提案の 

概要 

 自動車税をスマートフォン決済アプリで納付できるよう

にしてほしい。 

県の考え方  本県では「PayB」と「Line Pay」が利用できますが、

利用者数やシステムとの連携、導入費用等を踏まえ、キャ

ッシュレス納付拡大の検討を進めてまいります。 
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